
11 2014・12・15

※特に記載のないときは、事前申込は不要で、費用は無料です。

102014・12・15

※特に記載のないときは、事前申込は不要で、費用は無料です。

相　　談　　名 日　　　時 場　　　　所 内 容 ・ 問 い 合 わ せ 先 等

人権なんでも相談
いじめ、あらゆる差別など、人権に関する相談に人権擁護
委員が応じます。
大津地方法務局彦根支局☎22-0242

1月7日㈬、同21日㈬
13：00～15：00

相 談 室
（ 市 役 所 1 階 ）

高齢者・障がい者
な ん で も 相 談 会

高齢者・障害者およびその家族などを対象に、生活で困っ
ていることや将来の不安について、弁護士、司法書士、社
会福祉士、社会保険労務士、行政書士などの専門職が相談
に応じます。
彦根市社会福祉協議会☎22-2821、FAX22-2841

12月 19日㈮
13：30～16：30

愛荘町立福祉センター
愛 の 郷
（ 愛 荘 町 市 ）

司法書士
無 料 法 律 相 談

相続、金銭消費貸借、クレジット、サラ金の返済、少額裁
判などの法律相談に応じます。（３週間前から予約受付）
１人45分
司法書士総合相談センター彦根☎077-527-5576

彦 根 勤 労 福 祉 会 館
（ 大 東 町 ）
２ 階 研 修 室1月17日㈯

9：30～12：30

1月7日㈬、同21日㈬
18：30～20：30

許認可・相続に関する手続き（遺言書の作成、遺産分割に関
することなど）の相談に応じます。（予約制。1月5日㈪８：
30から）

行政書士無料相談会
相続・許認可相談

１月9日㈮
13：00～15：00

行政相談委員による
行 政 相 談

1月13日㈫
13：00～15：00

国・県・市などに対する苦情や意見・要望に関する相談に
応じます。※市内在住、在勤者に限定

ア ル コ ー ル 相 談 アルコール依存症等の問題について、本人や家族の相談に
精神科医師、保健師が応じます。（予約制）

1月9日㈮
14：00～16：30

彦 根 保 健 所
（ 和 田 町 ）
    ☎22-1770
FAX26-7540

1月15日㈭
13：30～15：30

心の健康に不安を持つ本人や家族から、困っていることや
生活の様子などを聞き、必要に応じて医学的指導、医療機
関や施設の紹介などをします。（予約制）

こころの健康相談

ひ き こ も り 相 談 1月8日㈭
13：00～15：00

　まちづくり推進室
（ 市 役 所 1 階 ）
   ☎30-6117
FAX22-1398

おおむね 16 歳以上で、対人関係を持てなかったり、社会
からひきこもりがちになって悩んでいる人や、その家族の
相談に医師や保健師が応じます。（予約制）

保 険 料
土 曜 納 付 相 談

毎月1回、土曜日に相談窓口を設けて、国民健康保険料、
介護保険料および後期高齢者医療保険料の納付について
の相談に応じます。

1月10日㈯
8：30～12：00

　 保 険 料 課
（ 市 役 所 1 階 ）

☎30-6137

悩みを抱える子どもからの相談、子育てで悩んでいる保
護者や家族からの相談に応じます。（電話相談）

毎週月・水曜日
（祝日は除く）
14：00～17：00

子どもと親の悩みの
相 談 電 話

　 教  育  研  究  所
☎23-7867

（相談専用電話）

さまざまな人権問題についての相談を受け付ける相談電
話です。電話は最寄りの法務局につながります。

毎週月～金曜日
（祝日は除く）
8：30～17：15

全国共通人権相談ダイヤル
みんなの人権110番

☎0570-003-110
（相談専用電話）

担当弁護士がすでに申込者と利害関係がある人の相談を受
けている場合などは、相談が受けられないことがあります。
（予約制。1月14日㈬8：30から先着6人）相談料：１回（30分）
5,400円（相談日にお支払いください）
※市内在住、在勤者に限定

1月23日㈮
13：00～16：00

滋賀弁護士会
法 律 相 談

1月16日㈮
13：00～16：00

相続・売買登記、土地の分筆・合筆、建物登記などの相談
に応じます。（予約制。1月7日㈬ 8：30から先着6人）
※市内在住、在勤者に限定

登　　　記
相　　談

表 示 登 記

行政なんでも相談所 大学サテライト・プラザ彦根
（アル・プラザ彦根６階）

1月15日㈭
13：30～16：00

受付時間
13：00～15：30（ 　　  　  　  ）

相続、登記、遺言書の書き方の相談や、道路交通、河川管
理などの国・県・市の行政全般について、苦情・要望など
のある人は、気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密
は守られます。
総務省滋賀行政評価事務所☎077-523-1100

子どものことをはじめとする家庭内の悩み（育児不安、児
童虐待、ドメスティック・バイオレンスなど）について、相
談に応じます。

子ども・家庭相談
毎週月～金曜日
（祝日は除く）
8：30～17：15

　 家 庭 児 童 相 談 室
（　福祉センター）
    ☎23-7838
FAX26-1768

交 通 事 故 相 談
毎週火・木曜日
  9：00～12：00
13：00～16：00

湖 東 合 同 庁 舎 ２ 階
（ 元 町 ）

被害者・加害者を問わず、専門の相談員が相談に応じます。
電話による相談にも応じます。（祝日を除く月～金曜日）
県立交通事故相談所彦根分室☎27-2230

多重債務問題や架空請求への対処、悪質商法の被害、ク
－リング・オフの方法など、消費生活や契約のトラブル
に関する相談に応じます。

毎週月～金曜日
（祝日は除く）
  9：00～12：00
13：00～16：15

消 費 生 活 相 談
　　　　　生　活　環　境　課
消費生活相談窓口

（ 市 役 所 １ 階 ）
☎30-6144

※12月27日㈯〜１月４日㈰は相談受付を行っていません。（交通事故相談は12月26日㈮〜1月5日㈪）

相　　談　　名 日　　　時 場　　　　所 内 容 ・ 問 い 合 わ せ 先 等

☎27-2400
（ 相 談 専 用 電 話 ）

市役所などでの手続き、生活の中で困ったことなどの相
談に、３つの言語で応じます。
水曜日＝英語、木曜日＝ポルトガル語、金曜日＝中国語

毎週水・木・金曜日
（祝日は除く）

10：00～12：30
13：30～16：00

多 言 語 電 話 相 談

女性、男性を問わず、心の悩み、夫婦・家族関係、職場
の人間関係（セクハラなど）、子どもに関することなど、
さまざまな相談に応じます。

毎週水・木・金曜日
（祝日は除く）

13：00～16：00

ウィズ相談室
総 合 相 談

法律相談
毎月第３月曜日午後

こころの悩み相談
毎月第1月曜日午後

専門相談は、総合相談を受けたあとで、必要な人のみ予約
できます。
「法律相談」では弁護士が、「こころの悩み相談」では臨床
心理士が相談に応じます。

ウィズ相談室
専 門 相 談

　男女共同参画センター
「 ウ ィ ズ 」
（　福祉センター前）
相談専用ダイヤル
☎21-5757

いじめの悩み、ご相談ください。苦しい現状から立ち直
れるよう、教育現場の経験者や臨床心理士が相談に応じ
ます。 ※匿名可。家族からの相談も受け付けます。

毎週月～金曜日
（祝日は除く）
9：00～17：00

い じ め 相 談
ほ っ と ラ イ ン

　 学 校 支 援 室
（　教育委員会学校教育課内）

☎24-7977

仕事のこと、家族のこと、地域のことなど、困りごとの
相談に応じます。　
彦根市社会福祉協議会☎22-2821、FAX22-2841

毎週水・金曜日
（祝日は除く）

13：00～16：00
心 配 ご と 相 談 所 　 福 祉 セ ン タ ー

別 館 2 階 相 談 室

※12月27日㈯〜１月４日㈰は相談受付を行っていません。

広報ひこね12月１日号16ページにある緑のカーテンコンテスト入賞結果・審査員特別賞の甲良町役場の住
所に誤りがありました。正しくは「甲良町在士」です。おわびして訂正します。

おわびと訂正

職　　種 受　験　資　格人　数 受付期間・試験日など

市 職 員 を 募 集 し ま す

受付期間　
　～平成27年1月15日㈭の
8：30～17：15
　（土・日曜日、祝日は除く）
　※郵送の場合は、1月15日
㈭までの消印有効
試験日　
　平成27年1月25日㈰
　※採用予定日は、平成27年
　4月１日です。

医療事務の経験が3年以上
あり、診療情報管理士の
資格を有する人

薬剤師の免許を有する人
（取得見込みを含む）

診療情報管理士
（経験者）

1人 昭和30年４月２日
以降に生まれた人

昭和30年４月２日
以降に生まれた人

薬剤師
（追加募集）

1人

受験申込書等の配布場所、受験の申し込み、問い合わせ先
　　市立病院事務局職員課（市立病院３階）
　　☎22-6050内線3517、FAX26-0754　
　　Eメール　syokuinka@municipal-hp.hikone.shiga.jp


